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め
、
早
め
に
後
継
者
へ
の
事
業
承
継
が
準
備
で

き
る
と
と
も
に
、
後
継
者
の
事
業
承
継
時
の
現

金
負
担
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
（
図

１
）。
こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

２
０
１
９
年
度
か
ら
５
年
以
内
に
承
継
計
画
を

提
出
し
、
一
定
の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
従
来
の
相
続
税
の
小
規
模
宅
地

の
特
例
制
度
と
の
選
択
適
用
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
２　
中
小
企
業
向
け
の
設
備
投
資
に
つ
い
て

　
　
　
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。

Ａ　
現
在
、
中
小
企
業
の
生
産
性
向
上
を
後
押

し
す
る
設
備
投
資
に
つ
い
て
支
援
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
適
用
期
限
が
延

長
・
拡
充
さ
れ
ま
す
（
図
２
）。

（
１
）
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

　
経
営
力
向
上
計
画
を
提
出
し
認
定
を
受
け
た

建
物
付
属
設
備
、
器
具
備
品
な
ど
一
定
の
設
備

投
資
に
つ
い
て
は
、
即
時
償
却
ま
た
は
10
％
の

税
額
控
除
（
一
定
の
企
業
は
７
％
）
が
適
用
で

き
ま
す
。
こ
の
制
度
は
２
０
２
０
年
度
末
ま
で

延
長
さ
れ
、
対
象
資
産
に
休
憩
室
用
設
備
な
ど

の
働
き
方
改
革
に
つ
な
が
る
資
産
も
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

　

中
小
企
業
者
が
建
物
付
属
設
備
、
器
具
備

品
な
ど
一
定
の
設
備
投
資
を
行
っ
た
場
合
に
、

30
％
の
特
別
償
却
ま
た
は
７
％
の
税
額
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
制
度
は
２
０
２
０
年
度

末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

（
３
）
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
等
活
性
化
税
制

　

商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
中
小
企
業
者
が

経
営
改
善
指
導
を
受
け
て
建
物
付
属
設
備
や
器

具
備
品
を
取
得
し
た
場
合
に
、
30
％
の
特
別
償

却
ま
た
は
７
％
の
税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
制
度
は
２
０
２
０
年
度
末
ま
で
延
長
さ
れ
、

新
た
に
売
上
高
ま
た
は
営
業
利
益
が
年
２
％
向

上
す
る
こ
と
が
要
件
に
加
え
ら
れ
ま
す
。

Ｑ
３　
防
災
・
減
災
設
備
に
つ
い
て
投
資
促
進
税

　
　
　
制
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

　
　
　
ど
の
よ
う
な
内
容
で
す
か
。

Ａ　
中
小
企
業
の
災
害
へ
の
事
前
対
策
を
促
す

た
め
、
自
家
発
電
機
、
制
震
・
免
震
設
備
、
止

水
板
等
の
防
災
・
減
災
設
備
投
資
に
対
し
て
、

20
％
の
特
別
償
却
が
で
き
る
税
制
が
新
設
さ
れ

ま
す
。

誌上相談室 Q＆A
　2019年度の税制改正は、個人事業者の
事業承継税制の創設や、設備投資減税の延
長・拡充など、中小企業の持続的な発展や
生産性向上を後押しする内容となっていま
す。
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２０１９年度
税制改正のポイント

Ｑ
１　
個
人
の
事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
相
続

　
　
　
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
が
創
設

　
　
　
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
内
容
を
教
え
て

　
　
　
く
だ
さ
い
。

Ａ　
こ
れ
ま
で
、
法
人
の
経
営
者
が
後
継
者
へ

事
業
承
継
す
る
場
合
の
相
続
税
・
贈
与
税
に
つ

い
て
納
税
猶
予
制
度
が
設
け
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
昨
年
度
に
は
、
10
年
間
限
定
で
相
続
税
・

贈
与
税
が
１
０
０
％
納
税
猶
予
と
な
る
な
ど
、

税
制
が
拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
個
人
事
業
者
が
事
業
承
継
す
る
場
合

に
は
、
土
地
を
は
じ
め
、
建
物
や
機
械
、
器
具

備
品
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
用
資
産
を
引
き

継
ぎ
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

は
、
小
規
模
な
事
業
用
土
地
に
つ
い
て
相
続
税

評
価
額
を
80
％
減
額
す
る
小
規
模
宅
地
の
特
例

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
み
で
し
た
。
こ
れ

が
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
土
地
だ
け
で
な
く
建

物
や
そ
の
他
事
業
用
資
産
も
10
年
間
限
定
で
相

続
税
・
贈
与
税
に
つ
い
て
１
０
０
％
納
税
猶

予
さ
れ
る
と
い
う
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
相

続
税
だ
け
で
な
く
贈
与
税
も
対
象
と
な
る
た

概要 個人事業者（青色申告事業者）の贈与・相続に
係る100％納税猶予制度（10年間の時限措置）

対象
資産

事業用宅地（400㎡）、建物（800㎡）、機械装置、
器具備品、車両船舶、構築物等 

要件

• 経営承継円滑化法に基づく認定、2019年から５年以
内に承継計画の提出

• 納税猶予税額相当の担保提供、事業継続・資産保有
に係る定期的な報告

• 後継者死亡時まで事業継続・資産保有等で納税免除
• 事業を廃止した場合、猶予税額および利子納付
• 経営悪化等で廃業する場合、廃業時点の資産額で贈

与・相続税額を再計算し、承継時との差額を免除
• 小規模宅地特例と選択適用（併用不可）

（※）事業用の小規模宅地の特例の見直し
①「特定事業用宅地等」について、相続開始前３年以内に事業の用に供された宅地等
　ついては、特例の対象から除外
②ただし、①に該当する宅地等にあっても、当該宅地等の上で事業の用に供されて
　いる減価償却資産が、当該宅地等の相続時の価格の15％以上の場合は、特例の
　適用対象とする

設備の種類
（価額要件）

機械装置
（160万円以上）

 ソフトウェア
（70万円以上）

 工具・器具備品
（30万円以上）

建物付属設備
（60万円以上）

支援措置

【中小企業投資促進税制】
30％特別償却 or

税額控除７％
⇒ 延長（２年間） 

【商業・サービス業等
活性化税制】

30％特別償却 or 
税額控除７％

⇒ 延長（２年間）
※「売上高 or 営業利益が１年間で
　 ２％以上向上」が新たに要件化

【中小企業
経営強化税制】
即時償却 or 
税額控除10％
⇒ 延長
　（２年間）・強化

生産性が
年平均１％以上向上

投資利益率５％以上の
パッケージ投資

働き方改革
に資する設
備（休憩室、
食堂等の整
備）の適用
明確化

収益力強化設備（B類型）

生産性向上設備（A類型）

創設
（10年間）

強化

図1　個人事業者の事業承継税制の創設

図2　中小企業向け設備投資減税の延長・拡充


